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第
一
回
国
会
議
員
選
挙
と
国
民
党

は
じ
め
に

　
辛
亥
革
命
を
経
過
し
て
成
立
し
た
中
華
民
国
は
、
政
治
体
制
の

上
か
ら
言
え
ぱ
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
専
制
王
朝
体
制
と
は
、
全

く
そ
の
内
容
を
異
に
す
る
共
和
制
を
採
用
し
た
。
そ
・
の
要
諦
は
憲

法
で
あ
る
『
中
華
民
国
臨
時
約
法
』
（
以
下
『
約
法
』
と
記
す
）

に
集
約
さ
れ
る
。
そ
の
『
約
法
』
に
は
、
欧
米
の
政
治
制
度
に
倣

う
議
院
内
閣
制
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
議
院
内
閣
制
で
あ
る
か
ら
に

は
、
当
然
な
が
ら
議
会
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
事
実
、
民
国
元

年
に
は
、
臨
時
参
議
院
で
多
数
の
法
偉
が
討
議
・
議
決
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
臨
時
約
法
、
臨
時
大
総
統
、
臨
時
参
議
院
と
、
み

な
「
臨
時
」
と
い
う
言
葉
を
冠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
『
約
法
』
第
五
十
三
条
に
定
め
ら

田
　
中

比

呂
　
志

れ
て
い
る
如
く
、
い
ず
れ
は
「
正
式
」
な
も
の
に
移
行
す
る
こ
と

を
予
定
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
れ
ら
の
中
で
最
初
に
着
手
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
の
が
国

会
議
員
の
選
出
で
あ
る
。
臨
時
参
議
院
の
北
京
移
転
後
、
議
会
．

選
挙
に
関
す
る
法
案
の
討
論
・
議
決
が
相
次
い
で
行
わ
れ
、
民
国

元
年
十
二
月
に
は
中
国
史
上
最
初
の
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
に
至
っ

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
言
う
選
挙
と
は
、
も
ち
ろ
ん
中
国
固
有

の
、
か
の
伝
統
的
官
吏
登
用
制
度
で
あ
っ
た
科
挙
制
度
の
「
選

挙
」
で
は
な
い
。
自
国
の
「
近
代
化
」
を
通
じ
て
、
対
欧
米
従
属

状
態
か
ら
の
脱
却
を
模
索
す
る
中
国
が
、
先
の
議
院
内
閣
制
と
同

様
に
、
欧
米
近
代
の
政
治
シ
ス
テ
ム
に
範
を
取
っ
た
選
挙
の
こ
と

で
あ
る
。

　
こ
の
第
一
回
国
会
議
員
選
挙
に
は
、
政
権
の
獲
得
を
め
ざ
し
て
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（131）　第一回国会議員選挙と国民党

四
つ
の
政
党
が
臨
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
宋
教
仁
率
い
る
国
民
党
が

院
内
第
一
党
の
地
位
を
占
め
た
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
国
民
党
は
結
成
以
来
、
衰
世
凱
に
よ
っ
て
解
散
に
追

い
込
ま
れ
る
ま
で
、
わ
ず
か
一
年
余
の
命
脈
を
保
っ
た
に
過
ぎ
な

か
っ
た
が
、
政
局
の
節
目
節
目
で
は
常
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
て

き
た
。
国
氏
党
は
、
来
る
ぺ
き
第
一
回
国
会
議
員
選
挙
の
勝
利
を

期
し
て
結
成
さ
れ
た
政
党
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
第
一
回
国
会

議
員
選
挙
お
よ
ぴ
国
民
党
に
関
す
る
研
究
成
果
は
そ
れ
ほ
ど
厚
く

　
＾
1
〕

な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
選
挙
に
関
す
る
人
々
の

関
心
や
そ
の
中
で
の
国
民
党
の
組
織
的
展
開
、
活
動
に
つ
い
て
十

分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　
そ
こ
で
、
以
下
、
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
に
よ
り
つ
つ
、
第
一

回
国
会
議
員
選
挙
に
焦
点
を
絞
り
、
こ
の
選
挙
に
「
勝
利
」
し
た

国
民
党
の
組
織
お
よ
ぴ
活
動
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

選
挙
制
度
の
制
定

　
選
挙
の
実
施
に
先
立
っ
て
、
一
九
＝
一
年
三
月
一
一
日
の
『
約

法
』
の
公
布
を
皮
切
り
に
、
次
々
に
関
係
法
案
が
制
定
さ
れ
て
行

っ
た
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
法
令
は
、
当
然
な
が
ら
当
時
の
社
会
情

勢
や
、
法
令
の
起
草
・
制
定
に
参
画
し
た
人
々
の
価
値
観
を
反
映

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
制
度
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
先
行
研
究
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
も
少
な
く
な
い
が
、

議
論
の
展
開
の
上
で
必
要
な
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
先
行
研
究
を

補
い
つ
つ
必
要
最
少
限
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
二
院
制
の
採
用
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
潜
に
至

る
ま
で
に
か
な
り
の
曲
折
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
ぱ
、
一
院
制
の
採
用
を
主
張
す
る
人
間
が
少
な
か
ら
ず
存
在

し
た
か
ら
で
あ
る
。
同
盟
会
の
機
関
紙
『
民
立
報
』
の
主
筆
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

っ
た
章
士
剣
は
、
宋
教
仁
と
と
も
に
一
院
制
諭
者
で
あ
っ
た
。
彼

に
よ
れ
ぱ
、
二
院
制
主
張
者
の
論
拠
に
は
、
専
横
説
、
軽
躁
説
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

低
触
説
（
ま
た
は
調
和
説
）
、
機
会
説
の
四
つ
が
あ
っ
た
。
専
横

説
と
は
、
一
院
だ
け
で
は
国
会
は
専
横
に
走
り
や
す
い
の
で
、
こ

れ
を
防
ぐ
た
め
に
第
二
院
を
設
置
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
軽

躁
説
と
は
、
一
院
だ
け
で
は
軽
は
ず
み
に
議
決
す
る
こ
と
に
陥
り

や
す
い
の
で
、
第
二
院
を
設
け
て
そ
れ
を
矯
正
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
抵
触
説
と
は
す
な
わ
ち
、
国
会
と
国
会
以
外
の
他
の
機

関
と
の
調
和
を
計
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
機
会
説
と
は
、

優
秀
な
人
材
を
よ
り
多
く
登
用
す
る
た
め
に
、
二
院
制
を
採
用
す

る
ぺ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
諸
説

に
加
え
て
章
は
、
二
院
制
議
会
は
当
時
の
先
進
国
が
お
し
な
べ
て
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＾
4
－

採
用
し
て
い
る
こ
と
に
も
関
係
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
討
論

の
緒
果
、
章
の
主
張
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
二
院
制
が
採
用
さ
れ

る
と
こ
ろ
と
な
り
、
名
称
に
関
し
て
は
、
参
議
院
、
衆
議
院
に
決

定
し
た
。

　
性
格
・
組
織
に
つ
い
て
、
討
論
の
場
で
は
、
衆
議
院
は
人
口
比

例
主
義
を
、
参
議
院
は
絶
対
均
等
主
義
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

い
う
意
見
が
極
め
て
有
カ
で
あ
っ
た
。
人
口
比
例
主
義
と
は
、
各

選
挙
区
の
人
口
数
に
応
じ
て
議
員
数
を
配
分
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
一
方
、
絶
対
均
等
主
義
と
は
選
挙
区
の
犬
小
、
選
出
母
体

の
大
小
に
関
係
な
く
、
一
偉
に
同
数
の
定
数
配
分
を
す
る
も
の
で

あ
る
。
結
局
、
衆
議
院
は
人
口
比
例
主
義
が
採
用
さ
れ
、
人
口
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

○
万
人
に
一
人
の
割
合
で
議
員
を
配
分
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
他
方
、
参
議
院
は
絶
対
均
等
主
義
が
採
用
さ
れ
た
。
そ
こ
で
問

題
に
な
っ
た
の
は
選
出
母
体
を
い
っ
た
い
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
二
通
り
の
考
え
方

が
あ
っ
た
。
一
つ
は
省
議
会
を
選
出
母
体
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る

「
地
方
代
表
主
義
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
職
業
別
団
体
を
選
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

母
体
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
特
殊
勢
カ
代
表
主
義
」
で
あ
る
。
討

論
の
結
果
、
①
「
特
殊
勢
カ
代
表
主
義
」
の
め
ざ
す
理
想
は
高
い

が
、
現
在
は
各
種
団
体
が
ほ
と
ん
ど
発
達
し
て
い
な
い
た
め
に
、

十
分
な
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
②
将
来
、
省
議
会
と
民

政
長
と
の
衝
突
、
中
央
と
地
方
と
の
衝
突
、
な
ど
に
お
い
て
参
議

院
の
調
停
を
頼
み
と
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
、
と
い
う
理
由
に
よ

＾
8
）

り
、
部
分
的
に
「
特
殊
勢
カ
代
表
主
義
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
も

の
の
、
金
体
と
し
て
は
「
地
方
代
表
主
義
」
に
決
潜
し
、
各
省
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

は
一
偉
一
〇
名
の
定
数
が
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
省
議
会
が
参
議
院
の
選
出
母
体
と
な
っ
た
こ
と

は
、
必
然
的
に
省
議
会
を
制
す
る
党
が
参
議
院
議
員
の
議
席
を
も

制
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
省
議
会
議
員
、
衆
議
院

議
員
の
選
出
方
法
に
は
ほ
と
ん
ど
差
異
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

選
挙
の
結
果
は
、
直
接
選
挙
、
間
接
選
挙
の
違
い
は
あ
っ
て
も
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

ぽ
同
じ
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
経
緯
を
見
る
限
り
、
国
会
の
場
に
も
か
な
り
強
カ
に

地
域
の
利
害
関
係
が
持
ち
込
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

同
様
な
こ
と
は
、
他
に
、
た
と
え
ぱ
、
臨
時
参
議
院
に
お
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

張
振
武
・
方
維
暗
殺
事
件
の
際
に
み
ら
れ
た
。
地
域
的
利
害
関
係

は
時
と
し
て
民
国
の
議
会
政
治
に
対
す
る
極
め
て
強
カ
な
バ
イ
ァ

ス
と
し
て
存
在
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
次
に
は
有
権
者
の
間
題
で
あ
る
。
参
議
院
の
場
合
は
、

前
述
の
如
く
省
議
会
議
員
が
選
挙
権
保
有
者
で
あ
る
。
一
方
、
衆
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譲
院
の
場
合
は
参
議
院
に
比
べ
て
か
な
り
複
雑
で
あ
る
。
選
挙
方

法
は
二
段
階
で
、
そ
れ
ぞ
れ
初
選
挙
、
覆
（
複
）
選
挙
と
称
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

初
選
は
原
則
的
に
は
県
を
単
位
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
「
衆

議
院
議
員
選
挙
法
」
第
六
十
八
条
の
「
覆
選
当
選
人
は
初
選
当
選

人
を
以
て
限
り
と
為
さ
ず
」
と
い
う
規
定
を
勘
案
す
る
な
ら
ぱ
、

覆
選
の
有
権
者
を
選
出
す
る
と
い
う
意
味
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
覆
選
は
、
い
く
つ
か
の
初
選
区
を
合
し
て
覆
選
区
と
し
、
初

選
当
選
者
の
互
選
（
投
票
）
に
よ
っ
て
最
終
的
な
当
選
者
を
決
定

　
＾
1
3
）

す
る
。

　
問
題
の
要
は
有
権
者
資
格
で
あ
る
。
必
ず
満
た
す
必
要
の
あ
る

条
件
と
し
て
、
①
印
華
民
国
の
国
籍
を
有
す
る
者
、
②
満
二
十
一

歳
以
上
の
男
子
、
⑧
選
挙
人
名
簿
作
成
以
前
に
お
い
て
、
選
挙
区

内
に
二
年
以
上
居
住
し
て
い
る
者
、
と
い
う
条
件
が
あ
り
、
こ
れ

ら
を
満
た
し
た
上
で
、
さ
ら
に
ど
れ
か
一
つ
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら

な
い
条
件
と
し
て
、
①
直
接
税
（
現
実
に
は
税
制
が
不
備
で
あ
っ

た
た
め
、
地
丁
、
漕
糧
）
を
年
二
元
以
上
納
め
る
者
、
②
価
値
五

百
元
以
上
の
不
動
産
を
所
有
す
る
者
、
③
小
学
校
卒
業
以
上
の
挙

歴
を
有
す
る
者
、
④
小
学
校
卒
業
以
上
の
学
歴
に
相
当
す
る
資
椿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亘
）

を
有
す
る
者
、
と
い
う
制
限
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
条

件
の
申
で
特
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
納
税
額
に
よ

る
制
限
条
項
で
あ
る
。
明
ら
か
に
地
主
に
対
し
て
有
利
な
条
件
と

　
　
　
　
　
＾
∬
）

な
っ
て
お
り
、
後
に
は
商
工
業
従
事
者
の
不
満
が
表
面
化
す
る
こ

　
　
　
＾
蛇
〕

と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
財
産
制
限
は
、
当
時
い
っ
た
い
ど
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ぱ
、
「
約
法
」

第
五
条
か
ら
十
五
条
に
は
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
の
自
由
、
平
等
、

権
利
、
義
務
に
つ
い
て
の
諸
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
第
十
二
条
に
は
「
人
民
は
選
挙
お
よ
び
被
選
挙
の
権
〔
利
〕

を
有
す
る
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
『
艮
立
報
』
に
は
次
の
よ
う
な

議
論
が
見
ら
れ
る
。

　
　
国
家
に
対
し
て
、
国
昆
一
人
一
人
は
み
な
政
治
に
参
与
す
る

　
　
権
利
を
有
す
。
〔
ま
た
〕
人
々
は
一
人
一
人
み
な
国
務
を
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

　
　
任
す
る
責
佳
を
有
す
…
。

　
以
上
の
議
論
か
ら
は
、
人
民
、
国
民
と
い
う
用
語
の
差
こ
そ
あ

れ
、
一
般
大
衆
が
主
権
者
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

章
士
劃
は
自
ら
の
イ
ギ
リ
ス
留
学
で
学
ん
だ
こ
と
を
基
礎
に
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
選
挙
権
は
そ
の
要
求
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
た
め
の
武
器
と

　
　
し
て
用
い
る
も
の
で
な
く
、
実
に
個
人
の
、
社
会
公
益
に
対

　
　
し
て
負
う
と
こ
ろ
の
責
任
を
履
行
す
る
〔
た
め
の
〕
も
の
で
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あ
る
。
（
中
略
）
す
な
わ
ち
、
選
挙
構
を
規
定
す
る
と
き
に
、

ま
ず
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
有
権
者
が
こ
の
責
任
を
負
え
る

だ
け
の
資
格
を
必
ず
備
え
て
い
る
ぺ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
（
印
略
）
責
任
を
表
示
す
る
指
標
と
し
て
は
財
産
が
最

も
適
当
で
あ
る
。
遊
惰
無
業
の
民
は
常
に
社
会
を
混
乱
さ
せ

て
い
る
。
し
か
し
、
お
お
む
ね
財
産
を
有
す
る
者
は
そ
う
で

は
な
い
。
ま
た
、
議
会
は
も
っ
ぱ
ら
全
国
の
財
産
を
管
理
す

　
　
　
　
＾
㎎
）

る
枢
紐
で
あ
る
。

ま
た
、
参
議
院
で
の
議
論
も
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

　
　
中
国
の
今
日
の
選
挙
に
制
隈
を
設
け
な
け
れ
ぱ
、
国
家
の
大

　
　
事
を
極
め
て
大
量
の
浮
浪
の
人
に
託
す
こ
と
に
な
り
、
そ
の

　
　
危
険
は
ど
う
し
て
言
う
に
た
え
よ
う
か
。
（
中
略
）
故
に
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

　
　
限
を
設
け
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
当
時
、
選
挙
権
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
は

余
り
に
当
然
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ

て
、
第
一
回
国
会
選
挙
自
体
が
、
ま
た
、
次
章
で
述
べ
る
如
く
、

国
氏
党
宜
言
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
国
民
党
自
体
が
、
少
数
エ
リ
ー

ト
を
中
心
と
す
る
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
な
ん
ら

不
思
議
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

二
　
国
民
党
の
成
立
と
そ
の
組
織

　
清
末
に
そ
の
源
を
発
す
る
欧
米
的
議
会
制
度
の
中
国
へ
の
移
植

は
、
必
然
的
に
（
政
）
党
（
お
よ
び
政
党
的
性
質
を
有
す
る
団
体

1
－
杜
団
）
の
出
現
を
招
来
し
た
。
張
玉
法
氏
の
調
査
に
よ
れ
ぱ
、

一
九
二
年
一
〇
月
一
〇
日
の
武
昌
蜂
起
か
ら
一
九
二
二
年
末
ま

で
の
二
年
余
だ
け
に
隈
定
し
た
と
し
て
も
、
新
た
に
結
成
さ
れ
た

（
政
）
党
は
六
八
二
団
体
に
の
ぼ
り
、
そ
れ
ら
の
中
で
政
治
的
性

格
を
持
つ
も
の
は
三
二
一
団
体
で
あ
っ
た
。
成
立
地
点
に
は
明
ら

か
に
偏
り
が
あ
り
、
政
治
の
中
心
地
で
あ
っ
た
北
京
、
上
海
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
〕

で
そ
の
半
ば
以
上
を
占
め
る
。
一
九
二
一
年
一
月
一
日
の
南
京
臨

時
政
府
の
成
立
、
そ
の
後
の
南
北
和
議
、
清
帝
の
退
位
、
共
和
制

の
採
用
が
決
定
的
に
な
る
に
及
ん
で
、
秘
密
結
社
的
組
織
か
ら
公

開
政
党
へ
の
改
変
、
政
党
同
士
の
合
併
に
よ
る
有
カ
政
党
の
出
現

等
を
経
て
、
政
党
は
き
わ
め
て
重
要
な
政
治
的
位
置
を
占
め
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
の
濫
鵤
は
共
和
党
の
出
現
で
あ
っ
た
。
共
和
党

は
一
九
二
一
年
五
月
、
同
盟
会
か
ら
分
か
れ
た
統
一
党
、
昆
杜
、

（
前
）
国
民
党
、
国
民
協
進
会
、
国
民
公
会
の
五
党
の
合
併
に
よ

　
　
　
　
（
2
1
）

り
成
立
し
た
。

　
一
方
、
国
民
党
の
前
身
は
中
国
同
盟
会
で
あ
る
。
同
盟
会
は
、
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既
に
知
ら
れ
て
い
る
如
く
、
一
九
〇
五
年
八
月
、
東
京
で
結
成
さ

れ
た
。
そ
し
て
、
同
盟
会
は
溝
朝
の
打
倒
を
最
大
の
目
標
に
掲
げ
、

中
国
本
土
や
海
外
各
地
に
支
部
を
設
置
し
つ
つ
、
武
装
闘
争
を
遂

行
し
た
。
し
か
し
、
南
京
臨
時
政
府
が
成
立
す
る
や
、
宋
教
仁
等

の
「
右
派
」
グ
ル
ー
プ
の
提
起
に
よ
っ
て
、
一
九
二
一
年
三
月
、

同
盟
会
は
秘
密
結
社
か
ら
公
開
政
党
に
改
組
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
同
年
八
月
、
再
び
宋
等
の
尽
カ
に
よ
り
、
同
盟
会
は
同

盟
会
に
比
較
的
立
場
の
近
い
統
一
共
和
党
、
国
民
公
党
、
国
民
共

進
会
、
全
国
聯
合
進
行
会
、
共
和
実
進
会
の
五
党
を
合
併
し
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
2
〕

民
党
を
結
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
国
民
党
は
い
っ
た

い
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
た
政
党
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
国
民
党
の
結
成
に
あ
た
っ
て
は
、
国
民
党
宣
言
（
以
下
『
宣
言
』

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
3
〕

と
す
る
）
が
起
草
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
国
氏
党
の
犬
ま
か
な
活
動

の
方
向
性
を
調
っ
た
も
の
で
あ
る
。
『
宣
言
』
で
は
ま
ず
、
国
家

の
盛
衰
は
政
治
の
善
し
悪
し
に
関
係
し
、
政
治
の
消
長
は
政
治
体

制
に
関
わ
り
な
く
そ
の
担
い
手
如
何
で
あ
る
と
説
き
起
こ
す
。
そ

の
上
で
、
現
在
は
共
和
制
と
な
っ
て
お
り
、
主
権
者
が
国
民
全
体

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
以
〕

法
』
第
二
条
と
同
じ
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
民
個
々
に
は
能

カ
の
差
異
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
民
個
々
の
中
か
ら
優
秀
な
人
物
を

選
ん
で
議
会
・
政
府
を
構
成
し
、
全
国
民
を
代
表
す
る
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
立
憲
共
和
制
を
支
え
、
国
民
を

精
神
的
に
統
合
し
、
指
導
し
て
行
く
役
割
を
果
た
す
の
が
、
少
数

の
優
秀
な
人
物
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
政
党
な
の
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
将
来
的
に
は
二
大
政
党
制
に
よ
る
議
院
内
閣
制
の
実
現

を
期
し
、
そ
の
一
翼
を
担
う
こ
と
が
、
国
民
党
の
志
向
す
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。

　
国
民
党
の
主
要
な
活
動
目
標
は
党
綱
に
盛
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
①
政
治
の
統
一
を
保
持
す
る
、
②
地
方
自
治
を
発
展
さ
せ
る
、

⑧
種
族
の
同
化
を
促
進
す
る
、
④
民
生
政
策
を
採
用
す
る
、
⑤
国

際
平
和
を
維
持
す
る
、
で
あ
る
。
同
盟
会
時
代
の
党
綱
に
比
し
て
、

進
歩
的
・
急
進
的
側
面
を
喪
失
し
て
い
る
点
は
す
で
に
先
学
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
組
織
の
拡
大
に

際
し
て
、
よ
り
広
範
な
階
層
の
加
入
を
促
す
た
め
に
は
や
む
を
得

　
　
　
　
　
　
　
＾
肪
）

な
い
措
置
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
国
民
党
の
政
綱
は
最
大
の

ラ
イ
バ
ル
党
で
あ
る
共
和
党
の
政
綱
と
際
だ
っ
た
差
異
の
無
い
も

　
　
　
＾
2
6
〕

の
に
な
っ
た
。

　
さ
て
、
組
織
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
組
織
の
頂
点
に
立
つ
の

は
、
北
京
に
置
か
れ
た
本
部
で
あ
る
。
そ
の
統
轄
の
下
に
、
国
外

で
党
員
数
千
人
以
上
の
所
に
は
支
部
、
そ
れ
以
下
の
所
に
は
分
部
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を
設
け
た
。
ま
た
、
国
内
各
省
毎
に
省
都
に
支
部
を
、
各
府
、
庁
、

州
、
県
毎
に
分
都
を
設
け
、
各
省
都
以
外
の
商
業
都
市
・
開
港
場

に
は
交
通
都
が
設
置
さ
れ
た
。
支
部
は
、
そ
の
省
の
党
務
を
総
轄

し
、
分
部
を
監
督
す
る
責
務
を
負
い
、
ま
た
、
分
部
は
そ
の
地
区

　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

の
党
務
の
責
を
負
っ
た
。

　
本
部
は
、
国
民
党
結
成
時
の
各
党
の
合
意
事
項
に
し
た
が
っ
て

理
事
制
が
採
用
さ
れ
た
。
理
事
は
国
民
党
大
会
の
場
で
党
員
の
投

票
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
、
定
員
九
人
、
任
期
は
二
年
、
理
事
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鯛
）

互
選
に
よ
り
理
事
長
を
選
出
す
る
。
理
事
長
は
事
実
上
の
党
首
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
9
）

あ
り
、
孫
文
が
選
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
理
事
の
下
に

組
織
が
統
轄
・
運
営
さ
れ
る
と
い
う
し
く
み
と
な
っ
て
い
る
。

　
党
員
は
、
中
華
民
国
の
公
民
資
格
を
有
す
る
も
の
で
、
国
民
党

の
根
本
理
念
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
れ
ぱ
、
党
員
二
人
の
紹
介
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
0
〕

よ
っ
て
誰
で
も
入
党
で
き
た
。
た
だ
し
、
入
党
条
件
に
つ
い
て
は
、

本
部
と
各
支
都
・
分
部
と
で
は
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、

「
国
民
党
支
、
分
部
交
通
部
規
則
」
で
は
、
満
二
十
歳
以
上
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
班
〕

る
こ
と
、
と
い
う
年
齢
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ

ら
く
、
「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
」
第
四
条
に
定
め
ら
れ
た
有
権
者

資
格
の
年
齢
制
限
（
満
二
十
一
歳
以
上
）
を
強
く
意
識
し
て
の
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
政
党
が
活
動
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
党
員
の
ほ
か
に
財
政
的

裏
付
け
が
必
要
で
あ
る
。
国
民
党
の
公
式
な
活
動
資
金
源
は
五
種

で
あ
る
。
恒
常
的
性
格
の
も
の
と
し
て
は
、
党
員
が
入
党
す
る
際

に
納
付
す
る
入
党
金
と
、
毎
年
の
党
費
（
常
摘
）
と
が
あ
る
。
こ

れ
に
加
え
、
臨
時
性
を
帯
び
る
も
の
と
し
て
特
別
費
（
特
別
損
）

が
あ
り
、
さ
ら
に
、
党
員
で
か
つ
官
吏
・
議
員
で
あ
る
も
の
が
月

々
に
納
付
す
る
所
得
損
、
そ
し
て
、
党
の
資
産
を
担
保
に
し
た
借

金
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
こ
れ
ら
の
調
達
方
法
に
よ
る

収
入
だ
け
で
は
全
く
不
足
し
、
結
局
、
党
中
央
は
そ
れ
を
国
民
党

系
勢
カ
が
政
権
を
持
っ
て
い
る
広
東
省
、
江
西
省
な
ど
の
各
省
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
醜
〕

援
助
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
必
然

的
に
国
民
党
に
地
方
分
権
的
綱
領
を
掲
げ
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、

ま
た
、
同
党
の
実
質
的
な
指
導
者
で
あ
っ
た
宋
教
仁
が
、
将
来
的

に
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
首
長
の
任
命
を
中
心
軸
と
す
る
中
央
集

権
体
制
の
確
立
を
展
望
し
な
が
ら
、
そ
れ
の
実
行
を
し
ぱ
し
見
合

わ
せ
て
い
た
原
因
の
一
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

三
　
選
挙
の
展
開

　
選
挙
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
法
制
度
上
の
準
備
に
加
え
て
、

選
挙
を
運
営
す
る
組
織
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
組
織
と
し
て
は
、
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中
央
に
内
務
部
に
直
属
す
る
欝
備
国
会
事
務
局
が
設
置
さ
れ
、
全

体
の
と
り
ま
と
め
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
実
務
は
各
省
毎
を
単
位

と
す
る
選
挙
総
監
督
に
委
ね
ら
れ
、
こ
れ
に
は
各
省
の
行
政
長
官

（
都
督
あ
る
い
は
民
政
長
）
が
充
て
ら
れ
た
。
ま
た
、
各
県
ご
と

に
、
そ
の
地
区
の
行
政
長
官
が
初
選
監
督
と
し
て
任
命
さ
れ
、
そ

の
下
で
選
挙
人
名
簿
作
成
等
の
選
挙
事
務
を
遂
行
し
た
。
覆
選
監

督
は
、
選
挙
総
監
督
に
よ
っ
て
委
任
さ
れ
、
や
は
り
覆
選
事
務
の

　
　
　
　
＾
3
3
〕

一
切
を
行
っ
た
。
し
か
し
選
挙
に
臨
ん
で
、
準
備
不
足
等
に
起
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
拠
〕

す
る
混
乱
を
回
避
し
え
な
か
っ
た
。

　
ま
た
各
政
党
は
、
投
票
時
に
は
手
段
の
隈
り
を
尽
く
し
て
自
党

候
補
者
の
当
選
を
め
ざ
し
た
。
そ
れ
ら
の
状
況
は
当
時
の
新
聞
に

頻
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
国
氏
党
に
関
係
す
る
も
の
に
限
定
し
、

い
く
つ
か
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
断
江
省
第
四
区
衆
議
〔
院
〕
覆
選
で
は
、
国
民
党
の
徐
象
先
、

　
　
林
玉
麟
、
殿
女
騒
は
も
っ
ぱ
ら
金
銭
を
用
い
て
証
書
を
買
収

　
　
し
、
他
の
人
に
投
票
さ
せ
た
。
値
の
最
高
は
一
票
三
百
元
に

　
　
も
な
り
、
不
肖
の
徒
が
迎
合
し
た
。
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
ま

　
　
だ
投
票
が
終
わ
っ
て
い
な
い
の
に
す
で
に
「
葉
々
が
当
選
す

　
　
る
」
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
知
り
得
た
と
い
う
こ
と
で

　
　
あ
る
。
だ
か
ら
、
他
党
員
で
才
能
・
品
位
・
人
望
が
あ
り
、

　
　
当
選
す
る
に
足
り
る
も
の
で
も
、
金
の
カ
に
は
か
な
わ
ず
、

　
　
一
鳶

あ
る
い
は
ま
た
、

　
　
濾
州
（
直
隷
省
－
註
田
中
）
第
四
区
国
会
覆
選
の
前
日
（
一

　
　
二
月
九
日
－
同
）
、
国
民
党
は
自
党
へ
の
投
票
を
強
要
す
る

　
　
た
め
に
、
強
引
に
畏
主
党
員
李
宝
書
、
趨
煕
両
人
を
捕
ら
え

　
　
連
行
し
た
。
そ
の
様
子
は
周
囲
を
数
十
人
で
と
り
囲
み
、
そ

　
　
の
う
ち
三
人
は
銃
を
持
ち
威
嚇
す
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ

　
　
＾
蝸
）

　
　
る
。

　
以
上
の
二
つ
の
例
は
、
国
民
党
と
他
党
と
の
間
の
事
例
で
あ
る
。

政
党
間
の
競
争
は
、
政
党
同
士
の
勢
カ
の
拮
抗
し
て
い
る
地
域
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

！
激
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
党
間
の
争
い
に
加

え
、
同
一
政
党
に
所
属
す
る
候
補
者
同
士
が
、
出
身
地
域
が
異
な

る
た
め
に
激
し
く
競
争
す
る
と
い
っ
た
、
地
域
間
の
競
争
も
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
〕

激
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
競
争
を
回
避
す
る
た
め

に
、
国
民
党
は
初
選
当
選
者
を
一
同
に
集
め
、
私
見
や
地
域
感
憎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
9
）

に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
は
た
ら
き
か
け
を
行
っ
た
。

　
一
方
で
、
様
々
な
働
き
か
け
を
受
け
る
側
は
、
い
っ
た
い
選
挙

に
対
し
て
ど
の
様
な
認
識
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の

よ
う
な
事
例
か
ら
、
そ
・
の
一
端
を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
よ
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う
o　

　
人
民
の
中
に
は
、
選
挙
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

　
　
る
か
知
ら
な
い
も
の
が
多
く
、
か
つ
そ
の
上
選
挙
調
査
を
免

　
　
れ
て
こ
の
上
も
な
い
幸
福
と
す
る
も
の
が
い
る
。
民
智
の
暗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
0
〕

　
　
愚
さ
の
、
か
く
の
如
き
状
態
は
ま
こ
と
に
嘆
か
わ
し
い
。

　
さ
て
、
選
挙
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
、
国
民
党
は
い
っ
た
い
ど
の

よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て

み
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
国
民
党
全
体
と
し
て
の
、
新
聞
・
雑
誌
等
に
よ
る
宣
伝
活

動
に
つ
い
て
で
あ
る
。
武
昌
蜂
起
以
後
、
新
聞
・
雑
誌
の
創
刊
は

激
増
し
、
そ
の
総
数
は
五
百
余
種
、
発
行
部
数
四
千
万
部
前
後
に

　
　
　
　
＾
＄

達
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
政
党
に
関
係
す
る
も
の

　
　
＾
㎎
）

で
あ
っ
た
。
同
盟
会
n
国
民
党
系
、
共
和
党
系
の
新
聞
・
雑
誌
社

は
と
も
に
北
京
、
上
海
、
天
津
、
武
漢
、
長
沙
等
の
各
省
の
主
要

都
市
に
設
立
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
都
市
で
の
世
論
形
成
に
お
お
い
に

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
雀
　
　
　
　
　
　
　
　
、

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
特
に
、
同
盟
会
”
国
民
党
系
の
新
聞

社
は
、
国
民
党
成
立
後
、
党
の
指
導
の
下
に
、
北
京
で
国
毘
党
新

聞
団
を
結
成
し
、
歩
調
を
合
わ
せ
て
宣
伝
活
動
を
行
う
ほ
ど
の
カ

　
　
　
　
　
　
＾
μ
）

の
入
れ
よ
う
だ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
宣
伝
活
動
は
、
自
党
に
有
利
な
世
論
を
形
成
し
、
選

挙
に
勝
利
す
る
こ
と
、
お
よ
ぴ
、
議
会
や
政
府
内
で
の
権
カ
闘
争

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
価
）

を
有
利
に
展
開
す
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
し
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
「
政
争
と
営
利
以
外
に
杜
会
の
木
鐸
と
し
て
の
記
者
の
天

職
を
自
覚
せ
る
者
無
し
」
と
の
批
評
に
み
ら
れ
る
如
く
、
こ
れ
ら

の
活
動
は
や
や
も
す
れ
ぱ
「
党
争
」
を
よ
り
い
っ
そ
う
煽
り
立
て

　
　
　
　
　
＾
雀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

る
結
果
に
至
っ
た
。

　
次
に
地
域
に
密
着
し
た
選
挙
活
動
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
基

本
的
な
活
動
は
人
材
の
確
保
、
宣
伝
活
動
、
組
織
の
拡
大
等
に
集

紅
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
ら
を
、
主
に
奉
天
省
の
事
例
を
通
じ
て
み
て

み
よ
う
（
＊
印
は
判
読
不
明
文
字
。
以
下
、
『
盛
京
時
報
』
か
ら

の
引
用
は
月
日
の
み
を
文
中
に
付
す
。
七
月
か
ら
二
一
月
ま
で
は

一
九
二
一
年
、
一
月
か
ら
四
月
ま
で
は
一
九
二
二
年
で
あ
る
）
。

　
奉
天
省
の
選
挙
は
、
一
二
月
中
に
省
議
会
議
員
お
よ
ぴ
衆
議
院

議
員
の
初
選
が
、
一
月
中
に
そ
れ
ら
の
覆
選
が
行
わ
れ
、
そ
し
て

二
月
一
八
日
に
参
議
院
議
員
が
選
出
さ
れ
た
。
同
省
は
総
有
権
者

数
八
九
万
二
千
余
名
、
初
選
区
五
三
、
覆
選
区
四
、
定
数
は
省
議

会
六
四
、
衆
議
院
ニ
ハ
、
参
議
院
一
〇
名
で
あ
る
（
二
一
月
一
五

日
）
。
個
々
の
初
選
区
の
有
権
者
数
の
デ
ー
タ
は
完
備
し
て
い
な

い
が
、
た
と
え
ぱ
、
法
庫
庁
の
場
合
は
、
選
挙
権
、
被
選
挙
権
を

と
も
に
持
つ
も
の
が
七
千
四
十
六
人
、
選
挙
権
の
み
を
持
つ
も
の

鯛～
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四
百
六
十
七
人
、
選
挙
権
は
持
っ
も
の
の
、
被
選
挙
権
を
停
止
さ
い
か
に
し
て
昌
の
勢
カ
を
扶
植
す
る
か
が
極
め
て
嚢
姦
柄

れ
て
い
る
も
の
（
小
挙
校
教
員
、
学
生
）
百
十
八
人
、
計
七
千
六
　
　
で
あ
っ
た
。

亘
二
士
人
で
あ
る
一
一
〇
月
二
〇
日
一
。
　
　
　
　
勢
カ
拡
張
の
第
一
歩
は
組
織
の
拡
大
で
あ
令
ラ
ィ
バ
ル
で
あ

奉
天
省
を
は
じ
め
、
東
三
省
は
、
辛
藁
命
時
に
は
同
盟
会
員
る
非
国
民
党
護
党
の
地
方
組
織
一
奉
天
を
除
く
一
の
成
妾

藍
天
蔚
な
ど
に
よ
る
独
立
蕎
指
す
動
き
が
存
在
し
を
の
の
、
・
盛
京
時
報
一
紙
上
に
十
四
ヵ
所
一
共
和
党
七
・
共
賀
進
会
三
・

東
三
省
総
督
趨
謹
の
弾
圧
に
吉
、
鷲
は
独
立
を
果
た
芸
そ
の
他
四
一
み
ら
れ
る
。
実
際
に
は
こ
れ
以
上
あ
一
た
こ
と
は
想

か
つ
た
地
域
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
差
か
る
よ
う
に
、
東
三
像
に
難
く
な
い
が
、
全
省
的
に
は
や
は
り
国
民
党
が
優
勢
で
あ
一

省
に
お
い
轟
元
来
、
同
盟
会
系
勢
カ
は
そ
れ
ほ
ど
強
要
ウ
た
た
。
国
民
党
の
組
織
の
拡
大
に
大
い
に
貢
献
し
た
の
が
奉
天
省
出

わ
け
で
は
な
い
。
し
蓑
つ
て
、
同
盟
会
－
国
民
党
に
と
つ
て
、
　
身
で
、
統
素
和
党
の
中
心
人
物
で
あ
り
・
差
・
当
時
・
臨
時

地
域
　
　
　
成
立
月
目
　
　
　
出
典
（
『
盛
京
時
報
』
）
発
起
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
議
院
議
長
の
要
職
に
あ
っ
た
呉
景
瀦

奉
天
　
　
　
　
七
月
一
一
二
目
　
一
聾
は
墨
会
一
　
　
　
　
で
あ
る
。
呉
は
奉
天
省
議
会
喜
欝

　
営
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
月
二
一
日
　
　
（
前
身
は
同
盟
会
）

阿
域
　
　
　
　
九
月
百
同
菱
員
任
震
　
　
　
　
　
体
に
対
し
て
盛
ん
に
手
紙
を
送
り
、
国

海
竜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
　
三
日
　
　
（
前
身
は
同
盟
会
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
党
へ
の
入
党
を
勧
め
た
の
で
あ
っ
た

錦
州
　
　
　
　
九
月
六
目
同
盟
会
主
任
覇
万
、
英
子
福
　
　
　
一
一
月
一
〇
呈
そ
の
甲
斐
あ
一
て
か
・

義
州
　
　
　
　
九
月
一
五
日
　
　
九
月
二
二
日
　
　
同
盟
会
分
会
会
長
王
鶴
豊
（
風
）

藍
平
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
二
五
日
　
　
同
盟
会
員
賢
立
民
・
王
清
五
　
　
　
　
　
　
　
　
同
盟
会
1
1
国
民
党
の
組
織
は
上
表
の
よ

奉
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
月
一
九
日
　
　
国
民
党
員
顧
友
菓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
な
展
開
を
遂
げ
た
。

寧
遠
州
　
一
〇
月
三
〇
日
　
　
一
〇
月
＝
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
表
か
ら
、
組
織
拡
大
の
形
態
は
、

復
州
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
月
　
八
日
　
　
州
議
事
会
議
長
張
楽
民

撫
順
　
　
　
一
月
一
〇
目
　
　
二
月
二
八
日
　
警
務
長
王
則
陽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
来
あ
つ
た
同
盟
会
支
部
と
他
党
支
部

日
田
図
　
　
　
一
月
≡
二
日
　
　
二
月
二
七
B
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
を
合
併
し
て
国
民
党
支
部
分
都
と
し

遼
源
　
　
　
三
月
吉
国
民
党
奉
委
部
特
資
簑
　
　
　
た
も
の
一
葵
や
晋
等
一
・
国
民
党
成
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開
原

遼
陽

新
民

法
庫

大
連

東
平

本
渓

舳
厳

西
豊

西
安

山
城
鎮

牛
荘

安
東

荘
河

鳳
鳳

遼
中

　一一

一
月
三
〇
日

二
月
　
八
日

一
二
月
　
八
圓

一
二
月
　
九
日

二
一
月
二
六
日

　
一
月
二
一
日

二
月
一
二
日

三
月
　
二
日

四
月
二
〇
日

二
一
月
一
、
五
日
　
国
民
党
員
書
紹
張
、
丁
士
珍
、
張
魁
五
、
景
連
五

一
二
月
一
一
目
　
　
国
民
党
発
起
人
李
修
蓉

二
一
月
ニ
ニ
目
　
　
典
史
趨
竹
甲

一
二
月
一
二
、
一
七
目

一
二
月
一
八
目
　
　
曲
大
川

＝
一
月
一
九
日
　
　
省
議
会
議
員
楊
顕
青
、
杜
変
鐘

二
一
月
二
〇
目

　
一
月
　
七
目
　
　
郵
国
庸
、
超
文
菱

　
一
月
　
八
日
　
　
省
議
会
議
員
曲
海
欄

　
一
月
一
〇
圓
　
　
国
民
党
奉
天
支
都
特
派
員
金
選
山

　
一
月
二
八
目
　
　
国
民
党
員
子
中
泰
、
鄭
国
橋

　
二
月
一
九
日
　
　
北
閾
郷
会
王
書
廷
、
王
岳
束
、
張
香
閣

　
三
月
　
七
目
　
　
予
剤
山

　
四
月
　
六
日
　
　
国
民
党
奉
天
支
部
特
派
員
劉
演
正

　
四
月
二
一
日
　
　
風
風
県
女
校
経
理
員
丁
宮
療

　
四
月
二
九
日

立
後
、
奉
天
支
部
か
ら
党
員
が
派
遣
さ
れ
て
組
織
作
り
を
行
っ
た

も
の
（
遼
源
、
西
安
、
荘
河
等
）
、
地
区
の
党
員
が
中
心
と
な
っ
て

結
成
し
た
も
の
（
阿
城
、
錦
州
等
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　
組
織
の
拡
大
に
と
と
も
に
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
充
実
と
人
材

の
確
保
で
あ
っ
た
。
国
民
党
の
各
支
部
を
見
渡
し
て
み
て
も
、
た

と
え
ぱ
「
本
分
会
は
、
選
挙
（
初
選
－
註
田
中
）
以
前
に
お
い
て

は
、
邑
中
の
最
も
名
誉
の
あ
る
人
を
捜

し
て
、
紹
介
し
入
会
さ
せ
る
L
と
い
う

方
向
を
綱
領
と
し
て
明
確
に
打
ち
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
）

て
い
る
地
方
組
織
も
あ
れ
ば
、
現
実
の

選
挙
活
動
の
中
で
必
要
に
迫
ら
れ
て
、

地
方
有
カ
者
の
み
に
対
象
を
絞
ら
ず
、

未
加
入
者
を
そ
れ
こ
そ
強
引
に
引
き
込

む
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ

＾
5
0
）る

。
前
者
の
よ
う
な
事
例
は
奉
天
省
で

　
　
　
　
＾
射
）

も
み
ら
れ
た
。
　
．

　
さ
ら
に
具
体
的
な
事
例
を
通
じ
て
地

方
組
織
の
状
況
を
み
て
み
よ
う
。
た
と

え
ぱ
、
国
民
党
舳
厳
分
会
の
職
員
構
成

は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
（
一
月
一
五
日
）
。

正
部
長

副
都
長

基
金
監

審
計
員

総
務
正
主
任

　
　
副
主
任

交
際
正
主
任

尚
徳
凱

王
泰
芳

丁
克
松

金
樟
齢

曹
懐
慶

李
鳳
林

趨
甲
窒

前
商
会
総
理

教
育
会
長
　
　
江
導
南

楊
永
豊

李
風
文

前
収
掴
総
董

州
議
事
会
副
議
長

自
治
董
事

勧
学
員
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副
主
任

政
事
正
主
任

　
　
副
主
任

文
裏
正
主
任

　
　
副
主
住

会
計
正
主
住

　
　
副
主
任

評
議
会
正
主
任

　
　
副
主
任

政
務
研
究
会
正
主
任

　
　
副
主
任

江
魁
九

何
昌

干
文
翰
　
南
校
校
長

干
麟
閣
　
州
署
統
計
科
長

石
麟
　
前
教
練
所
畏

趨
薔
麟

王
尭
臣
　
郷
学
教
員

洪
錫
英
　
自
治
議
員

干
竜
渓
　
南
校
教
員

　
榔
玉
瑛
　
前
自
治
議
長

予
徳
竣
　
南
校
監
挙

徐
＊
岐
　
商
会
文
＊
員

何
景
昌

　
こ
の
表
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
国
民
党
帖
厳
分
会
の
主
要
な

役
職
は
、
こ
の
地
区
の
自
治
機
構
や
商
会
な
ど
の
団
体
の
有
カ
者

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
々
に
よ
り
か
た
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、

以
下
に
述
べ
る
営
口
の
例
と
異
な
り
、
挙
校
関
係
者
が
目
だ
つ
。

そ
れ
で
は
、
営
口
の
よ
う
な
開
港
場
・
都
市
は
ど
う
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
国
民
党
営
口
交
通
部
の
組
織
の
展
開
過
程
に
お
い
て

そ
れ
を
み
て
み
よ
う
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
国
民
党
営
口
交
通
部
の
前
身
は
同
盟
会
営
口

支
会
で
あ
る
。
民
国
元
年
八
月
の
段
階
で
、
党
員
数
は
女
性
党
員

を
合
め
て
約
七
十
人
で
あ
っ
た
（
八
月
二
一
日
）
。
組
織
の
核
と

な
っ
て
い
た
の
は
、
営
口
を
中
心
に
一
日
千
五
百
部
ほ
ど
の
発
行

都
数
を
持
っ
て
い
た
民
舌
報
社
で
あ
・
る
（
七
月
二
四
日
）
。

と
き
の
職
員
は
次
表
の
と
お
り
（
八
月
二
一
日
）
。

こ
の

　
正
部
長
　
　
胡
子
普
　
民
舌
報
総
理
（
社
長
）

　
副
部
長
　
　
王
克
権

　
総
務
議
長
　
張
梯
背
　
営
商
報
繍
集

　
政
事
議
畏
　
王
精
一
　
民
舌
報
舘
員

　
財
政
議
長
　
李
恒
瑞
　
嚢
興
公
識
総
理

　
交
際
議
畏
　
凋
魑
塒
　
俄
領
事
署
訳
員

　
文
嬰
議
長
　
斉
聞
箇
　
自
治
会
文
臓
員

　
評
議
議
長
　
顧
少
撃
　
京
奉
車
姑
稽
査

そ
の
後
、
十
一
月
に
は
、
党
員
数
は
二
倍
以
上
の
百
六
十
人
余
に

増
え
（
一
一
月
七
日
）
、
順
調
な
発
展
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
胡
子
晋
、
王
精
一
等
は
、
さ
ら
に
、
党
員
の
獲
得
を

目
指
し
て
、
郷
紳
、
商
人
に
対
す
る
は
た
ら
き
か
け
を
行
う
べ
く
、

演
説
員
を
六
つ
の
郷
鎮
に
派
遣
し
た
（
一
一
月
八
日
）
。
十
二
月

に
は
、
元
来
、
非
同
盟
会
系
の
政
党
で
あ
っ
た
（
営
口
）
共
和
具

進
会
を
含
併
し
（
二
一
月
四
日
）
、
翌
年
二
月
に
は
合
併
に
伴
う

役
員
の
改
選
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る

（
二
月
二
七
日
）
。

　
正
部
長
　
　
　
　
　
胡
子
晋
　
民
舌
報
社
長

　
副
部
長
　
　
　
　
　
郵
蘭
田
　
勧
学
員
長

　
総
務
主
任
　
　
　
　
王
而
民
　
民
舌
報
副
主
筆
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政
事
主
任

会
計
主
任

交
際
主
任

文
事
主
任

政
務
研
究
会
主
佳

評
議
正
部
長

　
　
副
部
長

王
朗
亭

金
是
珠

楊
蘭
＊

鄭
爽
夷

田
雨
三

劉
際
滴

顧
少
撃

聯
合
会
協
理

吉
江
宮
塩
採
運
局
総
弁

自
由
党
演
説
団
管
理
員

民
舌
報
正
主
箪

城
廟
議
事
会
議
員

域
廟
議
事
会
議
長

京
奉
路
関
外
総
車
稽
査
員

　
組
織
の
改
編
後
も
、
民
舌
報
社
が
中
心
的
役
割
を
負
っ
て
い
た

の
は
変
わ
ら
な
い
が
、
営
口
地
区
の
自
治
団
体
関
係
者
や
政
党
関

係
者
の
役
員
就
任
が
以
前
に
比
べ
て
の
新
し
い
動
き
で
あ
り
、
注

目
で
き
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
政
党
組
織
の
参
加
者
層
の
拡

大
・
充
実
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
組
織
に
と
っ
て
、
人
材
の
充
実
と
と
も
に
、
党
貝
数
の
拡
犬
も

ま
た
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
各
分
会
成
立
後
、
地
域
に
密
着
し

た
運
動
を
展
開
す
ぺ
く
、
国
民
党
の
分
会
自
体
が
学
校
の
創
設
に

手
を
出
し
た
り
、
あ
る
い
は
銀
行
の
経
営
を
行
っ
た
り
す
る
例
が

あ
う
た
（
一
月
八
日
）
。
そ
の
結
果
、
た
と
え
ぱ
、
新
民
分
会
は
、

入
党
希
望
者
の
あ
ま
り
の
多
さ
に
入
党
の
制
限
を
行
っ
た
（
一
月

九
目
）
。
ま
た
、
蓋
平
（
蓋
県
）
な
ど
は
共
和
、
民
主
両
党
の
党

員
が
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
ひ
と
り
国
民
党
の
み
が
隆
盛
を
極
め
た

と
い
う
（
二
月
二
七
日
）
。
国
民
党
は
お
お
む
ね
の
と
こ
ろ
勢
カ

拡
大
に
成
功
し
、
「
（
城
市
の
1
囲
申
誌
）
人
民
が
続
々
と
入
党
」

す
る
と
い
う
状
況
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
一
月
二
二
日
）
。
し

か
し
、
国
民
党
加
入
者
が
城
市
居
住
者
に
偏
る
傾
向
も
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
各
分
会
は
、
郷
村
へ
の
浸
透
を
目
H
指
し
て
党
員
を
派
遣

し
た
り
、
あ
る
い
は
演
説
団
を
組
織
し
て
宣
伝
活
動
に
努
め
た
り

し
た
の
で
あ
っ
た
（
一
一
月
五
、
三
〇
日
、
一
月
九
日
、
三
月
二

七
日
）
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
分
会
は
、
投
票
日
に
は
投
票
会
場

近
辺
に
選
挙
人
招
待
所
な
る
も
の
を
設
置
し
、
投
票
に
来
た
も
の

に
対
し
て
自
党
へ
の
投
票
を
は
た
ら
き
か
け
た
り
、
あ
る
い
は
党

員
の
た
め
に
便
宜
を
図
っ
た
り
し
た
の
で
あ
っ
た
（
一
月
一
五

日
）
。

　
選
挙
の
結
果
、
前
述
の
如
く
国
民
党
は
院
内
第
一
党
と
な
っ
た
。

ま
た
、
従
来
、
そ
れ
ほ
ど
強
固
な
基
盤
を
持
っ
て
い
な
か
ウ
た
奉

天
省
で
も
、
参
議
院
議
員
は
定
数
一
〇
名
中
七
名
を
、
衆
議
院
議

員
は
実
に
定
数
ニ
ハ
名
中
一
五
名
を
、
そ
し
て
省
議
会
議
貝
は
六

四
名
中
四
四
名
を
国
民
党
籍
議
員
が
占
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
隻
）

た
（
二
月
二
八
日
）
。
選
挙
実
施
と
並
行
し
て
、
す
な
わ
ち
、
初

選
の
状
況
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
頃
か
ら
、
多
数
の
人
々
の

国
民
党
へ
の
な
だ
れ
込
み
現
象
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
は
他
党
員
の

国
民
党
へ
の
鞍
替
え
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
連
し
て
、
国
民
党
分
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部
の
新
設
と
い
う
形
で
現
れ
た
（
一
月
二
三
、
二
八
日
、
二
月
二

〇
日
な
ど
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
政
党
や
選
挙
と
い
う
も
の
が

い
か
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
一
側
面
を
表
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

終
わ
り
に

　
国
民
党
の
勝
因
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
も
い
く
つ
か
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
南
方
各
省
と
北
方
諸
省
と
で
は
、
事

憎
の
若
干
異
な
る
点
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
双
方
に
共
通
し
て

い
る
の
は
、
第
一
に
、
国
民
党
自
体
が
中
央
政
府
に
お
い
て
も
、

地
方
政
府
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
権
カ
側
に
対
し
て
協
調
的

姿
勢
で
臨
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
国
異
党
本
部
の
指
導

の
下
で
、
各
省
支
部
が
組
織
を
順
調
に
拡
犬
し
、
き
め
こ
ま
か
い

組
織
網
を
敷
く
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
第
三
に
、
国

民
党
結
成
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
同
盟
会
の
綱
領
を
改
変
し
、

穏
健
化
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
革
命
」
的
・
急
進
的
綱
領
の
廃

棄
、
地
方
自
治
重
視
の
方
向
性
を
打
ち
出
し
た
こ
と
は
、
地
方

「
名
望
家
」
の
政
治
参
加
欲
を
も
十
分
に
刺
激
し
た
。
そ
の
結
果
、

そ
れ
は
政
党
へ
の
加
入
、
選
挙
へ
の
参
入
と
い
う
現
象
と
な
っ
て

現
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
視
座
を
変
え
て
み
て
み
る
な
ら
ぱ
、
国
民

党
が
地
方
有
カ
者
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
組
織
を
拡
大
し
て

行
つ
た
過
程
を
確
か
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
地
方

有
カ
者
は
国
民
党
に
加
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
央
と
の
バ
ィ
プ

を
維
持
し
、
地
域
の
利
益
、
ひ
い
て
は
自
己
の
利
益
の
よ
り
い
っ

そ
う
の
獲
得
・
擁
護
に
努
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
投
票
率
の
低
さ
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

有
権
者
全
体
の
選
挙
に
関
す
る
関
心
は
そ
加
ほ
ど
高
か
っ
た
わ
け

　
　
　
＾
讐

で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
教
育
の
問
題
な
ど
様
々
な
要
因

が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
そ
の
一
因
と
し
て
政
党
の
浸
透
度
の
問
題

も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
城
市
止
ま
り
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
一
方
、
選
挙
自
体
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
さ

え
も
、
そ
の
中
身
は
、
前
述
の
如
く
、
議
会
は
財
産
を
守
る
べ
き

要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
よ
り
参
加
し
た
者
、
あ
る
い
は
伝
統

的
な
官
僚
志
向
か
ら
参
加
し
た
者
、
あ
る
い
は
宋
教
仁
の
よ
う
に
・

欧
米
的
近
代
国
家
の
建
設
を
夢
み
て
参
加
し
た
者
等
、
多
様
性
を

　
　
　
＾
榊
〕

帯
ぴ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
政
党
間
、
地
域
間
、
個
人

間
の
激
し
い
競
争
を
呼
ぴ
起
こ
し
、
激
烈
な
違
反
行
為
の
温
床
と

も
な
っ
た
。
そ
の
よ
、
り
な
複
雑
な
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
が
こ
の
第
一

回
国
会
議
員
選
挙
に
な
だ
れ
込
ん
で
い
き
、
民
初
の
政
局
を
形
作
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っ
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
国
民
党
自
体
に
即
し
て
言
う
な
ら
ぱ
、
国
民
党
は
明
確
な
綱
領

を
持
っ
た
い
わ
ゆ
る
政
党
と
は
異
な
り
、
全
く
の
「
名
望
家
」
政

党
で
あ
っ
た
。
組
織
は
、
北
京
本
都
の
統
轄
の
下
に
各
支
部
が
従

う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
資
金
面
で
は
む
し
ろ
地
方
組
織
か

ら
の
援
助
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
き

お
い
地
方
自
治
の
方
向
性
を
打
ち
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と

に
つ
な
が
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
、
本
稿
で
は
、
国
民
党
に
焦
点
を
絞
り
、
中
華
民
国
第
一

回
国
会
議
員
選
挙
を
み
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
全
く
の
一
面

を
考
察
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
以
降
、
正
式
国
会
が
開
会
し
、

よ
う
や
く
軌
道
に
乗
る
か
と
思
え
た
議
会
制
度
は
、
し
か
し
、
衰

世
凱
の
弾
圧
の
た
め
、
ほ
と
ん
ど
麻
痒
状
態
に
追
い
込
ま
れ
た
。

そ
し
て
以
後
、
激
動
の
続
く
政
治
の
中
で
、
十
分
に
機
能
す
る
こ

と
な
く
存
在
価
値
を
失
っ
て
行
き
、
や
や
も
す
れ
ぱ
時
の
政
権
に

都
合
良
く
利
用
さ
れ
る
だ
け
の
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し

て
・
形
骸
の
み
を
残
す
中
央
に
代
わ
っ
て
、
議
会
制
度
は
地
方
に

引
き
継
が
れ
、
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
視
点
を
変
え
て
言
う
な

ら
ぱ
、
全
中
国
的
に
軍
閥
混
戦
の
渦
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
行
く

過
程
で
、
議
会
制
度
は
地
方
の
権
カ
機
構
の
重
要
な
一
翼
を
担
っ

て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
国
固
有
の
、

か
つ
伝
統
的
な
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
の
集
権
．
分
権
の
問
題
等
と

の
関
係
な
ど
、
考
察
す
べ
き
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
多
い
。
そ
れ
ら
は

次
の
課
題
と
し
た
い
。

　
（
1
）
　
先
行
研
究
に
は
、
狭
間
直
樹
「
中
華
民
国
第
一
回
国
会
選
挙
に

　
　
お
け
る
国
民
党
の
勝
利
に
つ
い
て
」
『
東
方
挙
報
』
五
二
号
、
一
九

　
　
八
O
年
三
月
。
張
朋
園
「
従
民
初
国
会
選
挙
看
政
治
参
与
」
『
中
国

　
　
近
現
代
史
論
集
』
四
、
一
九
八
○
年
七
月
。
張
亦
工
「
第
一
届
国
会

　
　
的
建
立
及
階
級
結
合
」
『
歴
史
研
究
』
一
九
八
四
年
第
六
期
。
張
玉

　
　
法
『
民
国
初
年
的
政
党
』
一
九
八
五
年
五
月
、
徐
輝
瑛
「
論
第
一
届

　
　
国
会
選
挙
」
『
近
代
史
研
究
』
一
九
八
八
年
第
二
期
な
ど
が
あ
る
。

　
　
ま
た
近
年
、
通
史
、
概
説
警
な
ど
で
も
議
会
．
政
党
．
選
挙
に
つ
い

　
　
て
の
記
述
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
章
開
涜
．
林
増

　
　
平
編
『
辛
亥
革
命
史
』
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
七
月
、
と
李
宗

　
　
一
主
編
『
中
華
民
国
史
』
第
二
編
第
一
巻
上
、
中
華
書
局
、
一
九
八

　
　
七
年
九
月
、
と
を
比
較
し
て
み
る
と
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

　
（
2
）
　
章
士
釧
に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
後
漕
延
子
「
民
立
報
期
の
章

　
　
士
劃
」
信
州
大
学
人
文
学
部
「
文
化
受
容
と
そ
の
展
開
（
特
定
研
究

　
　
報
告
奮
）
」
、
一
九
八
五
年
三
月
、
同
（
続
）
『
信
州
大
挙
人
文
学
都

　
　
人
文
科
挙
論
集
』
第
二
〇
号
、
一
九
八
六
年
三
月
、
同
（
完
）
『
人

　
　
文
科
学
論
集
』
第
二
三
号
、
一
九
八
九
年
三
月
、
鐙
屋
一
「
民
国
初

　
　
期
に
お
け
る
章
表
の
政
治
論
一
『
現
代
中
国
』
第
六
〇
号
、
一
九

　
　
八
六
年
・
同
「
民
国
初
期
に
お
け
る
章
士
釧
の
議
会
主
義
政
治
論
」
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『
史
境
』
第
一
七
号
、
一
九
八
八
年
一
〇
月
な
ど
が
あ
る
。

（
3
）
　
章
士
剣
「
二
院
制
果
足
以
防
国
会
之
軽
躁
乎
」
『
昆
立
報
』
一

　
九
＝
一
年
四
月
五
日
、
お
よ
び
同
「
一
院
制
之
主
張
」
同
五
月
六
日

　
な
ど
。

（
4
）
　
軍
士
剣
「
一
院
制
議
之
発
端
」
『
民
立
報
』
一
九
二
一
年
四
月

　
一
目
。

（
5
）
　
『
申
報
』
一
九
二
一
年
五
月
三
〇
日
「
国
会
組
織
問
題
」
、
同
六

　
月
一
日
「
参
議
院
商
定
国
会
組
織
大
綱
」
。

（
6
）
　
「
国
会
組
織
法
」
第
三
条
。

（
7
）
、
（
8
）
　
『
民
立
報
』
一
九
二
一
年
五
月
二
四
日
「
十
八
日
参
議

　
院
委
員
会
記
」
。

（
9
）
　
「
国
会
組
織
法
」
第
二
条
。

（
1
0
）
第
一
回
国
会
議
員
選
挙
の
結
果
、
国
民
党
は
、
衆
議
院
で
五
九

　
六
議
席
中
二
六
九
識
席
を
、
ま
た
、
参
議
院
で
は
二
七
四
議
庸
中
一

　
二
三
議
席
を
獲
得
し
た
。
議
席
占
有
率
は
と
も
に
約
四
五
バ
ー
セ
ン

　
ト
で
あ
る
。

（
1
1
）
　
当
時
の
政
府
と
政
党
と
の
関
係
か
ら
言
う
な
ら
ぱ
、
同
盟
会
1
1

　
国
民
党
は
下
野
し
て
お
り
、
い
わ
ぱ
政
府
を
監
督
す
る
と
い
う
立
場

　
を
自
任
し
て
い
た
。
一
方
、
共
和
党
は
政
府
よ
り
の
姿
勢
を
取
っ
て

　
い
た
が
、
暗
殺
さ
れ
た
張
振
武
・
方
維
が
と
も
に
湖
北
出
身
で
あ
o
．

　
た
こ
と
か
ら
、
湖
北
出
身
の
共
和
党
員
た
ち
は
事
件
の
報
に
接
し
て

　
激
昂
し
、
激
し
く
政
府
の
責
佳
を
追
求
す
る
姿
勢
を
み
せ
た
。
『
時

　
報
』
　
一
九
二
一
年
八
月
二
九
日
黄
遠
庸
「
張
振
武
案
一
礼
拝
之
経

　
過
」
な
ど
参
照
。

（
1
2
）
　
「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
」
第
二
、
十
条
。

（
H
）
　
同
右
第
十
一
、
六
十
七
条
。

（
1
4
）
　
「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
」
第
四
条
。

（
b
）
　
『
時
報
』
一
九
二
一
年
九
月
一
六
目
「
参
議
院
第
七
十
次
常
会

　
紀
要
」
に
よ
る
と
、
九
月
一
〇
日
、
犬
総
統
の
諮
詞
に
よ
り
、
参
議

　
院
で
は
「
衆
議
院
選
挙
法
」
第
四
条
の
解
釈
に
つ
い
て
討
議
を
行
っ

　
た
。
討
論
時
、
直
接
税
の
解
釈
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
解
釈
案
が
提

　
幽
さ
れ
た
。
①
地
租
、
所
得
税
、
営
業
税
を
直
接
税
と
す
る
。
②
本

　
人
が
直
接
に
納
税
し
た
も
の
を
す
ぺ
て
直
接
税
と
見
な
す
。
⑨
地

　
丁
・
漕
糧
の
み
と
す
る
。
議
決
の
緒
果
、
③
に
賛
成
す
る
も
の
が
過

　
半
数
を
越
え
た
。

（
1
6
）
『
時
報
』
一
九
＝
一
年
一
一
月
五
日
「
工
商
界
要
求
選
挙
権
熱
」
。

　
こ
の
よ
う
な
動
き
は
北
京
の
み
な
ら
ず
、
地
方
で
も
起
き
て
い
る
。

　
『
盈
京
時
報
』
一
九
＝
一
年
一
一
月
二
日
参
照
。

（
ー
ア
）
『
民
立
報
』
一
九
＝
一
年
一
一
月
七
日
「
論
国
民
不
可
不
尊
璽

　
選
挙
権
」
。

（
1
8
）
『
民
立
報
』
一
九
二
一
年
五
月
一
八
日
「
諭
選
挙
権
」
。

（
1
9
）
　
『
時
報
』
一
九
一
二
年
七
月
一
六
圓
「
参
議
院
紀
要
」
。

（
2
0
）
　
張
玉
法
前
摺
書
三
三
、
三
五
頁
お
よ
ぴ
同
書
付
録
一
。

（
2
1
）
　
佐
藤
俊
三
『
支
那
近
世
政
党
史
、
犬
阪
屋
号
暫
店
、
一
九
四
〇

　
（
昭
和
一
五
）
年
一
一
月
、
七
〇
頁
。
波
多
野
乾
一
『
支
那
政
党
史

　
稿
』
、
一
九
一
八
（
犬
正
七
）
年
二
月
、
七
二
員
。
謝
彬
「
民
国
政

　
党
史
」
『
幸
亥
革
命
』
八
な
ど
参
照
。

（
2
2
）
　
国
民
党
結
成
の
経
緯
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
民
国
元
年
の
政
治
と
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宋
教
仁
L
『
歴
史
学
研
究
』
お
よ
び
久
保
田
文
次
「
辛
亥
革
命
と
孫

　
文
・
宋
教
仁
」
同
四
〇
八
号
、
一
九
七
四
年
五
月
を
参
照
。

（
2
3
）
　
羅
家
倫
主
編
『
革
命
文
猷
』
第
四
一
輯
「
民
国
初
年
之
国
民
党

　
史
料
」
七
～
一
〇
頁
。

（
2
4
）
　
『
約
法
』
の
条
文
は
、
特
に
断
わ
り
の
無
い
も
の
は
、
『
中
華
民

　
国
開
国
五
十
年
文
献
』
第
二
編
第
二
冊
「
開
国
規
襖
」
に
よ
る
。

（
2
5
）
　
拙
稿
「
民
国
元
年
の
政
治
と
宋
教
仁
」
参
照
。

（
2
6
）
　
共
和
党
の
政
党
の
政
綱
は
つ
ぎ
の
と
お
り
（
佐
藤
前
掲
書
、
波

　
多
野
前
掲
書
等
参
照
）
。

　
　
①
全
国
統
一
を
保
持
し
、
国
家
主
義
を
採
用
す
る
。

　
　
②
国
家
椀
カ
を
以
て
、
国
民
の
進
歩
を
援
助
す
る
。

　
　
③
世
界
の
体
制
に
順
応
し
、
平
和
実
利
を
以
て
立
国
す
る
。

（
2
7
）
　
前
掲
『
革
命
文
猷
』
一
二
、
二
七
員
。

（
2
8
）
　
前
掲
『
革
命
文
献
』
ニ
ニ
員
。

（
2
9
）
　
一
九
二
一
年
八
月
二
五
目
の
国
民
党
大
会
の
場
で
は
、
次
の
九

　
人
が
理
事
と
し
て
選
出
さ
れ
た
。
『
民
立
報
』
一
九
一
二
年
八
月
二

　
六
、
二
七
日
「
專
電
」
な
ど
よ
り
作
成
。

孫
文

黄
興

宋
教
仁

王
調
恵

王
人
文

王
芝
祥

呉
景
擁

一
二
二
〇
票

一
〇
七
九

九
一
九

九
一
五

九
〇
九

七
九
七

五
七
八

奉直雲広湖湖広
天隷南東南南東

同
盟
会

同
盟
会

同
盟
会

国
民
共
進
会
、
同
盟
会

国
民
公
党
、
同
盟
会

統
一
共
和
党

　
　
張
鳳
翻
　
　
　
五
七
八
　
　
陳
西
　
同
蟹
会

　
　
貢
桑
諾
爾
布
　
三
八
四
　
　
蒙
古

（
3
0
）
　
「
国
民
党
規
約
」
第
四
、
五
条
。
以
下
、
「
規
約
」
と
す
る
。
「
規

　
約
」
に
つ
い
て
は
特
に
断
わ
り
が
無
い
場
合
は
、
前
掲
羅
家
倫
主
編

　
『
革
命
文
献
』
第
四
一
輯
に
よ
っ
た
。

（
3
1
）
　
前
掲
『
革
命
文
献
』
三
八
員
。

（
3
2
）
　
前
摺
『
革
命
文
献
』
一
五
頁
。

（
3
3
）
　
「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
」
第
十
三
、
十
四
、
十
五
条
等
参
照
。

（
3
4
）
　
た
と
え
ぱ
、
選
挙
人
名
簿
作
成
後
、
登
録
漏
れ
が
多
数
発
見
さ

　
れ
た
例
や
、
投
票
日
当
日
に
、
有
椀
者
が
犬
量
に
来
場
し
た
た
め
大

　
混
乱
を
お
こ
し
、
有
権
者
を
チ
ェ
ッ
ク
し
き
れ
な
か
っ
た
例
な
ど
、

　
枚
挙
に
蟷
収
が
無
い
。

（
お
）
『
時
報
』
一
九
二
二
年
一
月
二
二
日
「
漸
江
覆
選
之
風
潮
」
。

（
3
6
）
『
時
報
』
一
九
ニ
ニ
年
一
月
二
七
日
「
直
隷
第
四
区
複
選
大
衝

　
突
」
。

（
3
7
）
『
順
天
時
報
』
一
九
＝
一
年
二
一
月
一
七
目
「
衆
議
院
初
先
挙

　
之
状
況
」
。

（
3
8
）
　
播
乃
徳
「
我
競
選
国
会
議
員
的
経
過
」
『
文
史
質
料
選
築
』
（
合

　
訂
本
）
、
中
国
文
史
出
版
社
、
第
二
八
冊
、
八
二
輯
、
一
九
八
六
年

　
九
月
、
二
一
四
員
。

（
3
9
）
『
順
天
時
報
』
一
九
二
二
年
一
月
一
四
目
「
国
民
党
初
選
人
開

　
会
」
。

（
4
0
）
　
『
申
報
』
一
九
二
一
年
二
一
月
二
日
「
敬
告
国
会
選
挙
人
」
。
同

　
一
九
＝
二
年
一
月
一
一
日
「
選
挙
人
心
理
之
実
測
」
で
は
投
票
行
動
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に
つ
い
て
①
自
己
の
意
志
に
よ
っ
て
の
み
投
票
す
る
も
の
、
②
政
党

　
の
意
志
を
自
己
の
意
志
と
す
る
も
の
、
⑨
そ
の
地
域
地
域
の
意
志
を

　
自
己
の
意
志
と
す
る
も
の
、
④
交
友
関
係
を
自
分
の
意
志
と
す
る
も

　
の
、
⑤
無
意
志
の
も
の
と
分
類
し
て
い
る
。

（
4
1
）
　
文
公
振
『
中
国
報
挙
史
』
三
聯
書
店
、
一
九
八
六
年
一
月
・
一

　
七
八
～
一
八
一
頁
。

（
4
2
）
　
方
漢
奇
『
中
国
近
代
報
刊
史
』
山
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二

　
年
三
月
、
六
八
八
買
。
な
お
、
北
京
、
上
海
の
新
聞
と
政
党
と
の
関

　
係
お
よ
ぴ
中
国
の
新
聞
に
つ
い
て
は
、
神
谷
正
男
編
『
宗
方
小
太
郎

　
文
書
』
、
原
薔
房
、
一
九
七
五
年
三
月
、
三
二
一
～
三
一
八
頁
、
同

　
（
続
）
四
三
四
～
四
八
九
頁
に
詳
し
い
。

（
4
3
）
　
前
掲
『
中
国
近
代
報
刊
史
』
六
九
七
、
七
〇
五
頁
。

（
4
4
）
　
同
右
六
九
〇
頁
。

（
4
5
）
　
同
右
七
〇
二
買
。

（
4
6
）
　
前
掲
『
宗
方
小
太
郎
文
書
』
三
一
七
貢
。

（
〃
）
　
以
下
、
東
三
省
の
清
末
か
ら
幸
亥
革
命
に
か
け
て
の
政
治
状
況

　
に
つ
い
て
は
、
特
に
断
わ
り
の
無
い
限
り
、
西
村
成
雄
『
中
国
近
代

　
東
北
地
域
史
研
究
』
、
法
律
文
化
社
、
一
九
八
四
年
二
一
月
、
に
よ
っ

　
た
。

（
4
8
）
　
辛
亥
革
命
時
に
は
、
奉
天
に
は
張
椿
、
藍
天
蔚
ら
革
命
派
、
超

　
爾
巽
、
衰
金
鎧
ら
反
革
命
派
（
保
皇
派
）
、
そ
し
て
呉
景
擁
を
代
表

　
と
す
る
中
間
派
（
改
良
派
）
の
三
派
が
あ
っ
た
と
い
う
。
秦
誠
至

　
「
幸
亥
革
命
与
張
椿
」
「
辛
亥
革
命
回
億
録
』
第
五
輯
、
文
史
資
料
出

　
版
社
、
一
九
八
一
年
八
月
、
五
九
七
頁
。

（
4
9
）
「
同
明
皿
会
薯
支
部
西
寧
分
会
報
告
書
」
前
掲
『
革
命
文
猷
』
一

　
三
〇
頁
。

（
5
0
）
　
『
順
天
時
報
』
一
九
二
一
年
一
二
月
一
八
回
「
片
片
録
」
。

（
引
）
　
た
と
え
ぱ
『
盛
京
時
報
』
一
九
一
三
年
四
月
五
圓
「
国
民
党
拳

　
天
府
分
部
弁
事
規
則
」
政
事
科
運
動
事
項
（
丙
）
に
は
「
地
方
官
吏

　
お
よ
ぴ
自
治
団
体
議
員
董
事
と
の
聯
絡
に
関
す
る
こ
と
」
と
い
う
項

　
目
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
際
、
奉
天
支
部
で
、
交
渉
司

　
を
務
め
て
い
た
干
沖
漢
と
い
う
人
物
が
入
党
し
た
例
が
み
ら
れ
る

　
（
二
一
月
一
七
日
）
。

（
馳
）
　
全
省
一
律
に
国
民
党
が
強
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ぱ
、

　
省
議
会
議
員
錦
州
地
区
覆
選
で
は
、
一
六
人
中
六
人
が
共
和
党
員
で

　
あ
っ
た
（
一
月
二
一
日
）
。
ま
た
、
参
議
院
議
員
に
関
し
て
、
た
と

　
え
ば
、
前
掲
『
民
国
初
年
的
政
党
』
で
は
五
人
と
な
っ
て
い
る
が
、

　
選
挙
直
後
に
お
い
て
は
七
人
で
あ
。
た
（
二
月
二
八
日
）
。

（
5
3
）
　
徐
輝
瑛
前
掲
論
文
で
は
、
上
海
の
投
票
率
の
試
算
が
あ
る
が
、

　
先
進
地
帯
で
あ
っ
た
上
海
で
も
約
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
で
あ
る
。

（
脾
）
　
『
順
天
時
報
』
一
九
二
二
年
一
月
ニ
ニ
日
「
運
動
議
員
之
心
理
」
、

　
同
三
月
二
〇
日
「
作
官
思
想
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
掌
大
学
院
博
士
課
程
）
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